
○事業者団体などからのヒアリング（６か所）

・全国農業協同組合連合会・・・生産者団体

・（社）日本農業法人協会・・・生産者団体 ※

・全国米穀販売事業協同組合・・・卸売業者団体

・日本米穀小売商業組合連合会・・・米屋など小売業者団体

・（財）全国瑞穂食糧検査協会・・・農産物検査関係公益法人

・（社）米穀安定供給確保支援機構・・・食糧法に基づき、集荷円滑化、信用

保証等の業務を実施する指定法人

※法人協会会員の農家の方から個別にご意見を聞き取ったもので法人協会として
の意見ではない。

資料２－２

米の表示の検討項目に対する米関係者及び消費者団体からの
ヒアリング概要

○消費者団体からのヒアリング

・複数の消費者各団体の事務局などの方より通常の活動を通して考えていることについ
て聞き取ったものであり、各団体の総意ではない。

（第３１回食品の表示に関する共同会議の資料４をもとに、米関係者などからヒアリングしたもの。）



・検討項目２：割合表示

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

(単一銘柄米)
・消費者が誤認しないような表示に
することが必要である。米の場合、
一定の異品種混入が不可避であ
ることについて、消費者の理解が
得られるのであれば、現行の１０
０％表示でよい
消費者だけではなく、商品に対して
責任もって販売するという観点から
販売者などからも強くその表示の
根拠を求められ、１００％であれば
文字通り１００％が求められる状況
がある。
・１００％と表示されていた時に、意
図せざる異品種混入まで認められ
ないということであれば見直す必要
があり、具体的には「農産物検査
合格品１００％使用」などの表現の
工夫が必要である。

(ブレンド米）
・ブレンド米については、○割など
と％ではなく割合単位で表示する
ことも検討してはどうか。

(単一銘柄米）
・きちんとした管理を前提とし
て、意図しない異品種混入があ
り得ることがを認められた上で
あれば、１００％表示でもよい

(ブレンド米）
・ブレンド米の割合表示は必要
と考える。

(単一銘柄米）
・米のような農産物には意図せざ
る混入は不可避であるが、それを
許容する明文化された規定がない
ので、量販店等から１００％と表示
するのであれば１粒たりとも混入
がないものを要求されている。
　混乱を無くすために１００％表示
を削るべきである。
・１００％に代わる表示方法は全く
自由とはせず、１つあるいは複数
の表現に絞った方がよい。（例「単
一銘柄使用」「単一原料米」）

（ブレンド米）
・ブレンド米については、通常、
１％の単位でブレンドすることは考
えにくく、○割との単位で表示する
ことでよいのではないか。
・ブレンド米については、主たる銘
柄のみ記載するようにすべきであ
る。
・精米袋は予め大量に印刷するた
め、季節など原料の変動要因も考
えれば全ての銘柄を表示すること
は無理である。

(単一銘柄米）
・単一銘柄の表示は、１
００％に代えて、「単一銘
柄米使用」などの表示に
することに抵抗はない。
　ただし、その場合、販
売業者の責任において１
００％であることが証明
できるのであれば１０
０％表示も出来るように
してもらいたい。

（ブレンド米）
・ブレンドの中身は、米
屋の「企業秘密」である
ため、全ての割合を明か
さないで主たるものだけ
を表示するようにすべき
ではないか。
・米屋がおいしくブレンド
した米については、食べ
てみた信用でブランド名
表示というようなことを考
えていきたい。

(単一銘柄米）
・意図せざる混入があるという共
通認識を消費者も含め全関係者
がもつように出来れば現状の１０
０％の割合表示のままで良いと考
えるが、必ずしもこのような共通認
識が確立しているとは言い難い現
状においては、流通上の混乱を避
けるため、ブレンド米の「複数原料
米使用」に対応した「単一原料米
使用」といった表示にすべきでは
ないか。

（単一銘柄米）
・表示は、必要な情報
が伝わるように最低限
のシンプルなものが良
い。
・ただし、これまでの米
の表示の歴史を踏まえ
れば、何らかの数字に
よる割合表示がないと
消費者は納得しないの
ではないか。

（ブレンド米）
・ブレンドなど、○割な
どの割合表示について
認めていってはどうか。

○事業者体などから意見の概要



検討項目３：検査を受けた米しか産地・品種・産年の表示ができない。

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

・現行の米の流通の仕組みから、
第三者の証明である農産物検査を
受けたものについて品種等を表示
する現行の仕組みを維持すべきで
あり産地品種銘柄になっていない
少量の品種の品種名等の表示が
できないことをもって、制度を緩め
ることにより、大多数の米の流通に
混乱を起こすことは行わない方が
良いのではないか。
・未検査で表示した場合、その産
地、品種のブランドを崩す恐れもあ
り、消費者のためにならない。この
ため、未検査米に産地、品種の表
示を認めるべきでない。
・ネット販売などであっても表示を
行うのであれば第三者証明である
農産物検査を受検する必要があ
る。

・第三者証明を受けているとい
うことで、農産物検査は現在表
示する上で一つの安心として役
割を果たしている。
・協会の会員でも意見が分か
れる（農産物検査を受けたもの
が表示できる現行制度を維持
すべきとする者と、自ら作った
米については農産物検査を受
けなくても自己責任で表示がで
きるようにすべきとの意見があ
る）。
・産地品種銘柄になっていない
少量しか作られていないもの
も、消費者ニーズに応え商品選
択する上で判断出来るように、
農産物検査の産地品種銘柄証
明によらずとも種子証明などを
根拠に表示できるように弾力化
してほしい。
　この場合、証明手法として
は、ＤＮＡ分析や種子証明が考
えられる。

・米の表示は、農産物検査証明が
前提であると考える。
・自己責任のみでは表示の信頼
性、客観性に疑問がある。
・ＤＮＡ分析などは、抽出検査にな
らざるを得ず、全量について信頼
性が確保されているというわけで
はない。
・種子証明についても、種子証明
自体が正しくても、生産段階で正
確に使用されている保証が無い。
・農家の直接販売については農産
物検査証明ではなく自己責任でも
良いとすることについても、反対で
ある。

・見た目でわからないも
のなので、円滑な流通の
ために第三者証明が必
要である。
・農産物検査証明以外
は種子証明やＤＮＡ分析
などが考えられるが、農
産物検査証明以外のも
のを認める場合、消費者
が納得できる制度とする
必要がある。

・大量流通する米の規格という農
産物検査の産地品種銘柄の本来
の意味合い、流通実態、登録検査
機関の負担軽減等から、証明す
る産地品種銘柄数を限定すべき
であり、そのためには、農産物検
査以外の表示根拠が必要ではな
いか。
・農産物検査証明を受けているも
のは「検査済み」、未検査のもの
は「未検査」との旨を記載するよう
にした上で、産地、品種，産年の
表示を認めてもよいのではない
か。
・未検査の場合、ＤＮＡ分析など、
その根拠を明示できるようにして
はどうか。

・米流通が自由化さ
れ、農産物検査も任意
検査となる中で、農産
物検査以外にも米表示
の根拠を認めるべきと
いう意見は理解できる
が、現時点で、農産物
検査証明以外に根拠と
して適切な手法がない
のではないか。
・農産物検査の産地品
種銘柄となっていない
マイナー品種について
は、一括表示には品種
名を表示できないが、
一括表示欄の外に、来
歴などと併せて品種名
を記載できるとしてはど
うか。



検討項目１：ばら売り、籾の取扱い

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

（ばら売り）
・米屋の店頭での対面販売による
形態で、消費者が納得して購入す
るものであり、これらまで米品表の
対象にする必要はないのではない
か。

（もみ）
・販売もほとんどなく対象にする必
要はない。

（ばら売り）
・店頭でとう精するなど対面販売の
形で販売するのが一般的であり、
店頭で口頭で説明できるので、表
示義務をかける必要はないと考え
る。表示するにしても、正確であれ
ば項目が少なくても良い。
・袋詰めとは別と考えて良いので
はないか。

（もみ）
・籾についても、消費者に対して籾
で流通することは考え難いので、
対象でなくてもよい。
・考え方としては、バラ売りと同様。

（ばら売り）
・大半が対面・対話で消
費者の求めに応じ信用
の下で販売しているの
で、今までどおり米の品
表の対象外でよい。

（もみ）
・販売もほとんどなく対象
外でよい。

（ばら売り）
・農産物検査等客観的な根拠に
基づく三点セット表示であれば、
袋詰めに限定する理由はないで
はないか。そうであれば、ばら売り
でも米の品表の対象とすべきでは
ないか。
・ただし、ばら売りを生鮮品表の対
象としている現状で、特に問題が
あるとか、米の品表の対象とすべ
きとの要望があるということでなけ
れば、表示は任意という現在の扱
いを変える必要はないのではない
か（表示の根拠となるものの整備
の指導は必要）。

（もみ）
・流通量が少ないと考えられ、米
の品表の対象にする必要はない
のでは。

（ばら売り）
・対面で販売しているも
のが大半であり、米品
表の対象にする必要は
ないのではないか。

（もみ）
・量も少なく、米品表の
対象にする必要はない
のではないか。

検討項目４：精米年月日

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

・精米年月日については、消費者
の認知度も高く、すでに定着してい
るものであり現状で問題ない。
・米の保存方法など、裏づけデータ
を用いてPRすべきである

・精米年月日については、あっ
た方がよい。
・玄米の調整年月日について
は、籾で保存するよりも、玄米
で保存するケースが多く、実体
上把握しづらい。

・作業工程から鑑みて、袋詰年月
日が望ましい。

・現状で問題ないが、精
米工場などで前の日に
精米しサイロにためてお
き次の日に袋詰めするよ
うなものもあり、厳密な
管理を求め過ぎるのもど
うかとは思う。

・現状で問題ない

・過度な日付管理を求
められると聞いており、
１日程度の違いを認め
るような袋詰年月日で
も良いのではないか
・玄米の調製年月日に
ついては、収穫後玄米
で保存し、産年を表示
することからすれば必
要はないのかもしれな
い。



検討項目４：精米と玄米の区分

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

・現状で問題ない
・実態に合わせた表示とすれば
よい。

・発芽玄米などの区分のあり方等
実態の把握ができないので、調査
が必要。
・複雑な名称は混乱の元となるの
で、（現行認められている「玄米」
「精米」「うるち精米」「もち精米」
「胚芽精米」以外の）その他のもの
は一括表示欄外で工夫すればよ
いのではないか。
・玄米の販売は、①小売業者に売
る場合と②袋詰して消費者に売る
場合がある。

・現状で問題ない
・発芽玄米は対象外で加
工品表で読む

・現状で問題ない ・現状で問題ない。

検討項目４：在来の米

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

・食用レベルでは極少量であると思
われ、同一名称でも地域で異なる
品種であることも想定されることか
ら品表の対象外として良いので
は。

・消費者ニーズに応え、商品選
択する上で判断出来るように、
産地品種銘柄に設定されてい
ないものについても表示できる
ように弾力化してほしい。

・農産物検査の銘柄の対象を広げ
て検査できるようにすべき。

・品種名ではなくブランド
名表示で対応できない
のか。

・「検査済み」の場合であっても、
産地品種銘柄に含まれていない
ものについては「雑銘柄」になるの
で、三点セット表示をするのであ
れば、未検査米と同様にDNA分
析など農産物検査以外の客観的
根拠に基づくことにしてはどうか。

・マイナー品種と同じよ
うに、一括表示には表
示できないが、パッ
ケージには記載できる
としてはどうか。

検討項目４：赤米、紫黒米、緑米、古代米

全国農業協同組合連合会 （社）日本農業法人協会の会員 全国米穀販売事業協同組合
日本米穀小売商業組合

連合会
（財）全国瑞穂食糧検査協会

（社）米穀安定供給確
保支援機構

・明らかに見ればわかるものであ
り、品表の対象外として良いので
は。

・消費者ニーズに応え、商品選
択する上で判断出来るように、
産地品種銘柄に設定されてい
ないものについても表示できる
ように弾力化してほしい。

・農産物検査の対象を弾力的に広
げられる様なシステムにし、検査で
きるようにすべき。
・または、新しいものも検査出来る
ような検査項目も検討すべき。

・現状では流通量が少なく、一般
の米穀とは外見上も異なるので、
米の品表の対象にする必要はな
いのではないか。

・農産物検査ができな
いマイナー品種につい
ては、一括表示には表
示できないが、パッ
ケージには記載できる
としてはどうか。



検討項目２ 使用割合について

・割合表示は必要である。
・世の中に１００％はあり得ない（義務教育で誤差を習っている）。ただし、消費者団体として誤差を
認めたことにより悪意の事業者がこれを悪用するという苦い経験がある。
・現行の百分率による表示でよいのではないか。１００％と書いてあっても一粒たりとも他の品種が
混じっていないというものとは思わない。
・１００％など割合が書いてあるということは、事業者がそういうものを使っているといわば宣言して
るものであり、そのような表示があることが重要。仮に故意に違うものを混ぜていれば、表示違反
として取り締まることができる。
・「１００％」と書いてあると、一般的には他のものが混じっていないと思うのではないか。
・百分率による表示により混乱があるのであれば、「単一原料米」「○割」とった表示を認めることも
一案であるが、よく議論すべき事項であると思う。

検討項目３ 農産物検査と表示について

○消費者団体からの意見

・農産物検査の意味、役割をきちんと伝える必要がある。
・数十年来、農家から直接米を購入しているが、信頼関係に基づき購入している。ただし、農家の
直売も多様であり、なんらかの証明事項は必要であると思う。
・消費者の要望に応えた多様な米づくりを一所懸命行っている農家も多くそのような人達のために
も未検査の場合や産地品種銘柄になっていない米の表示ができるよう考える必要があると思う。
・種子証明やＤＮＡ分析に基づく表示が考えれるのではないか。
・検査済み、未検査との表示が考えられるのではないか。



玄米及び精米の品質表示基準について

（第３１回食品の表示に関する共同会議 資料４）

資料２－２ 参考



（表示制度の概要）
・容器に入れ、または包装された玄米及び精米に限り、「玄米及び精米品質表示基
準」に従い表示を行う。
・下記の表示事例に示す様式により、定められた表示事項を表示する必要。

玄米、もち精米、胚芽精米（胚芽を含む精米が80％以上）、
うるち精米（うるちは省略可）の中から記載する。

国内産の米については、農産物検査証
明に基づき、産地、品種、産年を表示する
とともに、その使用割合を①単一銘柄の
場合に100％と記載、②ブレンド米の場合
は、記載した品種名等の使用割合を％単
位で記載する必要がある。

農産物検査証明を受けていない米にお
いては、産地、品種等を表示することがで
きない。（括弧を付して未検査米と記載す
ることができる）

玄米は調製年月日を、精米は精米年月日を、
輸入した米については、それらが不明である
場合、輸入年月日を記載する。



検討項目１．包装された玄米、精米のみが、「玄米及び精米品質表示基準」の
対象となり、表示事項が義務付けられている

バラ売りされるものや、事例は少ないが籾の販売には適用されない

《検討課題》
容器に入れ、あるいは包装された玄米、精米以外の表示をどうするか

・バラ売りに関しても表示を行うとした場合の具体的な考え方
・包装していないため、ポップ等による表示が基本となることから、

どの様な項目を表示する必要があるか
等について検討

※ バラ売りされるものには、生鮮食品品質表示基準が適用され、
名称と原産地が表示されることになる。



検討項目２．使用割合を％の単位で表示しなくてはならない

使用している原料玄米について表示する場合、 ①単一銘柄の場合、使用

割合を100％と記載、②ブレンド米の場合、記載した産地品種銘柄の使用割
合を％単位で表示することとなっている。

一方、農産物検査等検討会において、農産物検査を受けた米であっても意
図せざる他品種の混入を完全に防ぐことは困難であるとの議論になったこと
と100％という表示は齟齬をきたしており、また、他品種が全く混入していない
との誤認を与えることが懸念される。

《検討課題》
生産、流通等の実態から他品種が全く混入しない様な管理を行うこと

は困難であり、消費者に誤認を与えない表示方法について

産　　　地 品　　　種 産　　　年 使　用　割　合

複数原料米

国内産　 １００％

　　　　〇〇県  　　△△ヒカリ　　　　１７年産 ９０％

　　　　××県  　　□□ニシキ　 　　１７年産 １０％

原 料 玄 米
産　　　地 品　　　種 産　　　年 使　用　割　合

　　　〇〇県  　　　△△ヒカリ　　　　１７年産 １００％
原 料 玄 米

≪単一銘柄米≫ ≪ブレンド米≫



検討項目３．国内産の米の場合、農産物検査を受けた証明があるものしか
産地、品種、産年を表示できない

米が大量に全国流通し、産地や品種の違いにより価格に差が出るなどの
流通実態から、取引の基準となる農産物検査は重要な役割を持っている。

一方で、農家が直接米を販売する場合に、自分が作った米であるにもか
かわらず、
① 農産物検査を受けなければ、産地、品種、産年を表示出来ない
② 検査を受けても産地品種銘柄に設定された品種でないと品種名を

表示出来ない
などの意見がある。

《検討課題》
産地、品種、産年について農産物検査証明と同等の信頼性が確保できる

手法による表示が出来るようにするのか



検討項目４．その他

○ 精米年月日

○ 精米と玄米の区分

○ 在来の品種の取扱い

○ 赤米、紫黒米等、あるいは古代米の取扱い

等



（参考資料）

（「米の農産物検査等検討会（平成１８年１０月６日、１１月１０日開催）」資料より抜粋）

○ 農産物検査の役割

○ 農産物検査による産地品種銘柄証明

○ 平成１６年産米及び１７年産米農産物検査のＤＮＡ分析による品種判別調査

○ 水稲うるち玄米の産地品種銘柄



１ 農産物検査の役割

農産物検査法に基づく米の検査は、

① 米の公正かつ効率的な取引を行うための の根拠規格取引

であるとともに、

② 小売段階のＪＡＳ法に基づく の根拠米の表示

となっている。

○ 農産物検査法（昭和26年法律第144号 （抄））

（目的）

第１条 この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その

適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることによ

、 、り 農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し

あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与するこ

とを目的とする。

（参考） 農産物検査と規格取引、精米表示の関係について

農産物検査 規格取引 ＪＡＳ法に基づく玄米及び精米品質表示基準
平成12年3月31日 農林水産省告示第515号）（

農産物検査員が目視で判定の上、登録検査 産年 産地・品種・産年及び使用割合を表示する場・

機関が証明 合は農産物検査証明を根拠

産地品種銘柄・

・品位規格：整粒割合等物理的性状により、 ・産 地：○○県

１等、２等、３等の等級を格 品位規格(等級）・

付け １等、２等、３等 ・品 種：例（コシヒカリ100％）

精米歩留格差）（

・産地品種銘柄：農産物規格規程（平成13年 コシヒカリ60％

農林水産省告示244号） ササニシキ20％

・産地（道府県） そ の 他20％

・品種

・産 年：○○年産

・年 産 ：生産年



農産物検査による産地品種銘柄証明３

(1) 品種判別方法

① 農産物検査による米の産地品種銘柄証明は、農産物検

査員の玄米形状の目視による判定を基本としている。

この場合、農産物検査員は、

ア 生産者の申告

イ 生産者の品種別作付状況等の品種関連情報

等を補完情報として活用している。

② 米の出荷段階での目視による産地品種銘柄証明は、出

荷が集中する収穫期に大量流通する米について、短期間

かつ低コストで鑑定を可能とする最も実用的な手法であ

る。

○ 米の銘柄検査フロー

農産物検査員の目視 品種関連情報等

による品種鑑定 による補完

① 粒形 ① 生産者別の種子更新等の状況把握

② 色沢等 ② 生産者別の品種別作付状況把握

③ ＤＮＡ分析による品種判別結果

銘 柄 判 定 要 件 の 確 認

① 種子更新の状況及び品種別作付状況等の品種関連情報と受

検数量等が矛盾していないこと

② 当該品種の特性・特徴（粒個々、粒群）が明確であること

③ 当該品種に異品種の混入が認められないこと 等

銘 柄 判 定

全ての要件を満たしている場合 銘柄証明を行う

１つでも要件を満たさない場合 銘柄証明を行わない



(2）平成16年産米及び17年産米農産物検査のＤＮＡ分析によ

る品種判別調査

① 異品種の混入

農産物検査の産地品種銘柄証明についてＤＮＡ分析に

よる品種判別調査を実施したところ、産地段階で異品種

の混入が確認された。

② 異品種混入程度

異品種の混入が判明したものを対象に異品種の混入度

合いを25粒法で分析した。

これによると、

ア 25粒中３粒以下のもの

16年産：53％ 17年産：45％

と概ね半数である一方、

イ 25粒中13粒以上のもの

16年産：19％ 17年産：23％

となっている。

とりわけ、生産者の品種名の誤記入及び品種の取り違

えが、16年産及び17年産とも約10％となっている。

○ ＤＮＡによる品種判別調査結果

① 品種判別分析結果

調査対象品種：

17年産 10品種

16年産 20品種

② 平成17年産米品種判別分析結果

ア 地域別状況 イ 品種別状況

③ 異品種の混入程度（16、17年産）

( ) （ ）内は、構成比である。注

地域別 調査点数

北 海 道 568       14     (2.5%)
東　　　北 6,341     62     (1.0%)
関　　　東 3,102     20     (0.6%)
北　　　陸 3,059     9       (0.3%)
東　　　海 421       2       (0.5%)
近　　　畿 502       4       (0.8%)
中国四国 1,272     8       (0.6%)
九州沖縄 1,178     12     (1.0%)

異品種の混
入等が認め
られたもの

16年産 17年産
調査点数 16,989点 16,443点
一致 98.1% 99.2%
不一致 1.9% 0.8%

　　１粒　～　　３粒 　（ 4％～12％） １７４点 (52.9％)   ５９点 (45.0％)
　　４粒　～    ６粒　 （16％～24％）   ５４点 (16.4％)   ２９点 (22.1％)
　　７粒　～    ９粒 　（28％～36％） 　２８点 (8.5％) 　  ７点 (5.3％)
　１０粒　～  １２粒 　（40％～48％） 　１０点 (3.0％) 　  ６点 (4.6％)
　１３粒　～  １５粒 　（52％～60％） 　  ８点 (2.4％) 　  ６点 (4.6％)
　１６粒　～  １８粒 　（64％～72％）     ９点 (2.7％)     ５点 (3.8％)
　１９粒　～  ２１粒 　（76％～84％）  　 ６点 (1.8％)  　 ３点 (2.3％)
　２２粒　～  ２４粒 　（88％～96％） 　１３点 (4.0％) 　　０点 (0.0％)
品種名誤記入又は品種の取違え（100％） 　２７点 (8.2％) 　１６点 (12.2％)

合　　計 ３２９点 (100％) １３１点 (100％)

２５粒中に混入する異品種の粒数
１６年産 １７年産
異品種の混入等が認められた点数

品種別 調査点数

コシヒカリ 8,019     29     (0.4%)
あきたこまち 2,445     29     (1.2%)
ひとめぼれ 2,132     29     (1.4%)
ヒノヒカリ 1,462     14     (1.0%)
はえぬき 951       6       (0.6%)
きらら３９７ 568       14     (2.5%)
つがるロマン 550       6       (1.1%)
ササニシキ 141       3       (2.1%)
ハナエチゼン 111       -       (－)
夢つくし 64         1       (1.6%)

異品種の混
入等が認め
られたもの
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ま
ち
黄
金
錦

9
4
.0
 

福
 岡
 県

1
6
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

夢
つ
く
し

ニ
シ
ホ
マ
レ

8
2
.2
 
つ
く
し
ろ
ま
ん
コ
シ
ヒ
カ
リ

8
8
.8
 

佐
 賀
 県

1
2
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

夢
し
ず
く

コ
シ
ヒ
カ
リ

8
3
.3
 
た
ん
ぼ
の
夢
天
使
の
詩

9
2
.2
 

長
 崎
 県

7
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

コ
シ
ヒ
カ
リ
あ
さ
ひ
の
夢

9
1
.8
 
レ
イ
ホ
ウ

日
本
晴

9
3
.1
 

熊
 本
 県

13
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

森
の
く
ま
さ
ん
コ
シ
ヒ
カ
リ

7
9
.1
 
ユ
メ
ヒ
カ
リ
あ
き
げ
し
き

8
9
.8
 

大
 分
 県

1
1
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

ひ
と
め
ぼ
れ
コ
シ
ヒ
カ
リ

9
0
.9
 
ユ
メ
ヒ
カ
リ
お
お
い
た
１
１

9
2
.2
 

宮
 崎
 県

1
4
 
コ
シ
ヒ
カ
リ
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

ユ
メ
ヒ
カ
リ

9
6
.7
 
さ
き
ひ
か
り
か
り
の
舞

9
7
.8
 

鹿
児
島
県

8
 
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ

コ
シ
ヒ
カ
リ
は
な
さ
つ
ま

9
5
.3
 
か
り
の
舞

ミ
ル
キ
ー
ク
イ
ー
ン

9
8
.7
 

沖
 縄
 県

3
 
ひ
と
め
ぼ
れ
ち
ゅ
ら
ひ
か
り
チ
ヨ
ニ
シ
キ

9
9
.8
 

9
9
.8
 

全
国
計
5
3
3

9
1
.3

9
5
.6

水
 稲
 う
 る
 ち
 玄
 米
 の
 産
 地
 品
 種
 銘
 柄

（
1
7
年
産
道
府
県
別
検
査
数
量
上
位
５
品
種
）

道
府
県
銘
柄
数

検
　
査
　
数
　
量
　
上
　
位
　
５
　
品
　
種

検
　
査
　
数
　
量
　
上
　
位
　
３
　
品
　
種




